
相　
　
談

健　
　
康

子
育
て

募　
　
集

教
室・講
座

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

施　
　
設

教
室・講
座

催　
　
し

みっきぃナビみっきぃナビ

　

高
齢
者
、障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
が
地

域
で
い
き
い
き
と
過
ご
せ
る
よ
う
、地
域

住
民
が
運
営
す
る
サ
ロ
ン
活
動
に
対
し
て

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め

る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

·
5
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、市
内
在
住

の
方
が
半
数
以
上

·
地
域
の
集
会
所
や
公
民
館
な
ど
で
高

齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
に
向

け
た
活
動
を
月
1
回
以
上
、お
お
む

ね
2
時
間
以
上
実
施　
な
ど

▼
補
助
額（
加
算
に
は
条
件
あ
り
）

·
基
礎
補
助
額

　
　
上
限
4
8
，
０
０
０
円
／
年

·
利
用
者
数
加
算

　
　
10
〜
20
人
未
満　
5
0
0
円
／
月

　
　
20
人
以
上　
1
，
０
０
０
円
／
月

·
開
催
回
数
加
算

　
　
月
3
回
以
上　
5
0
0
円
／
月

▼
申
請
期
限

6
月
30
日
㈫

▼
申
請
方
法　
市
役
所
3
階
福
祉
課
、吉

川
支
所
健
康
福
祉
課
、各
市
立
公
民
館
、

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
あ
る
申
請
書
類
を
窓
口
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
福
祉
課

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
活
動
に
補
助
金
を
交
付

補助金
　
ひ
き
こ
も
り
サ
ポ
ー
ト
活
動
を
行
う
団

体
に
対
し
て
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め

る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

・ひ
き
こ
も
り
当
事
者
お
よ
び
そ
の
家

族
が
集
ま
る
場
の
提
供
や
相
談
な
ど

を
実
施
す
る

　
・月
1
回
以
上
実
施
す
る　
な
ど

▼
申
請
期
限

5
月
29
日
㈮

▼
補
助
額

　
月
1
回
実
施　
上
限
7・5
万
円
／
年

　
月
2
回
以
上
実
施　
上
限
15
万
円
／
年

▼
申
請
方
法　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る

申
請
書
類
を
窓
口
へ
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
福
祉
課

ひ
き
こ
も
り
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
支
援

補助金

▲ホームページ　 ▲ホームページ　

　

中
途
失
聴
者
・
難
聴
者
の
意
思
疎
通
手

段
で
あ
る
手
話
や
読
話
な
ど
の
技
術
習
得

と
中
途
失
聴
者
な
ど
の
自
立
と
社
会
参
加

の
促
進
を
目
的
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
訓
練
を
実
施
す
る
団
体
に
対
し
、

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限

4
月
30
日
㈭

▼
申
請
方
法　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る

申
請
書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、事
業

計
画
書
と
収
支
予
算
書
を
添
え
て
窓
口

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
障
が
い
福
祉
課

中
途
失
聴
者
・
難
聴
者
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

訓
練
事
業
開
催
団
体
へ
の
補
助
金
を
交
付

補助金

▲ホームページ　

▲ ホームページ

　
公
益
的
な
社
会
貢
献
に
係
る
分
野
に
お

い
て
、活
動
す
る
団
体
に
対
し
て
支
援
金

を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
団
体（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が

定
め
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

①
立
上
げ
支
援
型　

設
立
2
年
未
満

（
4
月
1
日
時
点
）で
今
ま
で
に
支
援

金
を
受
け
て
い
な
い
、ま
た
は
、立

ち
上
げ
支
援
型
支
援
金
を
2
回
ま
で

受
け
た
こ
と
が
あ
る
団
体

②
協
働
型　
市
と
共
催
事
業
を
行
う
予

定
の
あ
る
団
体

▼
補
助
額

①
1
回
目　
10
万
円

　
　
　
　
　
　
2・3
回
目　
5
万
円

　
　
　
　
　
②
対
象
経
費（
総
額
）の
2
分

の
1

▼
申
請
期
限

5
月
29
日
㈮

▼
申
請
方
法　

市
役
所
2
階
市
民
協
働

課
、各
市
立
公
民
館
、市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請

書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、窓
口
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
市
民
協
働
課

市
民
活
動
団
体
に
支
援
金
を
交
付

支援金物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
生
活
者
お
よ

び
事
業
者
支
援
の
た
め
、P
a
y
P
a
y
㈱

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
シ
ス
テ
ム
を
利

用
し
て
、「
三
木
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ
ジ

タ
ル
お
買
い
物
券
」を
発
行
し
ま
す
。

▼
対
象
者　
市
内
に
住
民
票
の
あ
る
12
歳

以
上
の
方

▼
販
売
価
格（
額
面
）　

5
，
0
0
0
円

（
6
，
5
0
0
円
）

▼
申
込
期
間　
6
月
1
日
㈪
〜
30
日
㈫

▼
購
入・
利
用
期
間　
7
月
1
日
㈬
〜
10
月

31
日
㈯

　

申
込
方
法
な
ど
、
詳
細
は
広
報
み
き

6
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
(市)
商
工
振
興
課

30
％
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き

デ
ジ
タ
ル
お
買
い
物
券
を
発
行

物価高騰対策

　
「
三
木
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ
ジ
タ
ル
お
買
い
物
券
」

の
利
用
店
舗
登
録
を
希
望
す
る
市
内
事
業
者
は
、

P
a
y
P
a
y
㈱
と
の
加
盟
店
契
約
が
必
要
で
す
。　

【
新
規
加
盟
を
希
望
す
る
事
業
者
】

P
a
y
P
a
y
㈱
へ
電
話
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン

の
専
用
窓
口
よ
り
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
審
査
終

了
後
、１
カ
月
程
度
で
利
用
可
能
店
舗
と
な
り
ま
す
。

　
詳
細
は
P
a
y
P
a
y
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
既
に
加
盟
済
み
の
事
業
者
】

　

新
た
な
手
続
き
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、次
に
該

当
す
る
場
合
は
登
録
手
続
き
が
必
要
で
す
。

・直
近（
2
カ
月
程
度
）に
P
a
y
P
a
y
の
決
済
が

無
い
場
合

・フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
経
営
の
店
舗
で
、本
部
が
本
事

業
へ
の
不
参
加
を
決
め
て
い
る
場
合（
本
部
に
確
認

し
て
く
だ
さ
い
）　

問
・(市)
商
工
振
興
課

・事
業
者（
店
舗
）向
け
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

     

☎
0
1
2
0ｰ

9
9
0ｰ

6
4
0

三
木
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ
ジ
タ

ル
お
買
い
物
券

利
用
可
能
店
舗
を
募
集

募　　集

　

県
で
は
、長
期
化
す
る
物
価
高
騰
の
影

響
を
受
け
る
県
民
の
家
計
応
援
の
た
め
、

プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ
ジ
タ
ル
券
を
販
売
し
ま

す
。

▼
対
象
者　
県
内
に
住
民
票
の
あ
る
方

▼
プ
レ
ミ
ア
ム
率　
50
％

▼
販
売
価
格（
額
面
）　

5
，
0
0
0
円

（
7
，
5
0
0
円
）

▼
申
込
上
限　

1
人
あ
た
り
4
口（
申
込

多
数
の
場
合
は
抽
選
）

▼
申
込
期
限　
4
月
12
日
㈰

▼
利
用
期
間　
4
月
24
日
㈮
〜
7
月
31
日
㈮

▼
申
込
方
法　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ

リ
「
は
ば
タ
ン
P
a
y
＋
」
か
ら
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

問
は
ば
タ
ン
P
a
y
＋
事
務
局

☎
0
5
0ｰ

3
1
2
4ｰ

6
7
6
1

プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ
ジ
タ
ル
券「
は
ば
タ
ン

P
a
y
＋
」第
5
弾
を
販
売

物価高騰対策

▲詳細はこちら

　

申
込
方
法
な
ど
、
詳
細
は
広
報
み
き

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▲ホームページ
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